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第一部 【企業情報】
　

第１ 【企業の概況】

　

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回次
第112期

第２四半期連結
累計期間

第113期
第２四半期連結
累計期間

第112期

会計期間

自　平成23年
１月１日

至　平成23年
６月30日

自　平成24年
１月１日

至　平成24年
６月30日

自　平成23年
１月１日

至　平成23年
12月31日

売上高 (百万円) 35,474 30,269 71,212
経常利益 (百万円) 4,994 2,325 8,860
四半期(当期)純利益 (百万円) 2,634 1,136 4,604
四半期包括利益又は包括
利益

(百万円) 2,410 1,228 3,476

純資産額 (百万円) 52,204 53,611 53,267
総資産額 (百万円) 70,694 68,561 72,152
１株当たり四半期　　　(当
期)純利益金額

(円) 23.92 10.32 41.80

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 73.6 77.9 73.5
営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,860 920 4,033

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,216 △995 △3,675

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,119 △2,290 △1,124

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 6,857 5,195 7,546

　

回次
第112期

第２四半期連結
会計期間

第113期
第２四半期連結
会計期間

会計期間

自　平成23年
４月１日

至　平成23年
６月30日

自　平成24年
４月１日

至　平成24年
６月30日

１株当たり四半期純利益
金額

(円) 11.73 4.92

(注)１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

３　第112期第２四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定に当たり、「包括利益の表示に関する会計基準」

　　（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の

内容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

　

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な

変動等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更は

ありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。
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３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の記述のうち、将来に関する事項は、当四半期報告書提出日(平成24年８月13日)現在における

当社グループの判断に基づくものであります。

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間（平成24年1月1日から平成24年6月30日まで）の売上高は前年同期

に比べ14.7％減少し30,269百万円、営業利益は前年同期に比べ52.3％減少し2,329百万円、経常

利益は前年同期に比べ53.4％減少し2,325百万円、四半期純利益は前年同期に比べ56.9％減少し

1,136百万円となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

（合金鉄事業）

世界の粗鋼生産は、本年1-6月期は概ね堅調に推移しました。特に中国の粗鋼生産は伸び率こ

そ鈍ったものの3月には6,158万トンと史上最高の月間生産量を記録し、以降毎月6,000万トン

台を維持しました。　

日本の1-6月の粗鋼生産は、昨年後半から今年初めまでは輸出の不振により減少しましたが、3

月以降内需を中心とした日本経済の回復基調を背景に自動車、建設向け等が堅調に推移した

ため増加し、前年同期比横ばいの5,407万トンとなりました。しかしながら、欧州の債務危機、

中国経済の成長減速、円高の長期化等の不安要因があり、先行き粗鋼生産の落ち込みが懸念さ

れます。

こうした状況の中、当事業の1-6月の販売数量は前年同期に比べ増加したものの、国際市況の

下落と円高により販売価格については前年同期に比べ大幅に低下しました。

以上の結果、当事業の1-6月期の売上高は前年同期に比べ16.9％減少し、営業利益は前年同期

に比べ70.5％減少しました。 

（新素材事業）

マンガン酸リチウムの販売は、自動車用大型電池向けの需要拡大が足踏みしており、需要家で

の在庫調整の影響もあり第２四半期に入って減少しました。フェロボロンの販売も不調で

あったため、当事業の売上高は前年同期に比べ減少し、営業利益も前年同期に比べ減少しまし

た。

（化学品事業）

ほう素類は主要な販売先である液晶ガラス向けの需要が増加しましたが、クロム塩類につい

ては国内・輸出共に需要減少となり、その結果、当事業の売上高及び営業利益は前年同期比で

減少しました。 

（環境システム事業）

主要需要先のめっき・表面処理業界の生産は総じて低調な推移となりましたが、当事業の売

上高及び営業利益は、大型設備の販売が寄与し前年同期比で増加しました。

（その他の事業）

その他の事業は、前年同期比で売上高、営業利益は共に減少しました。 

　

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ3,590百万円減少し68,561百

万円となりました。流動資産は前連結会計年度末と比べ2,599百万円減少し41,879百万円、固定

資産は前連結会計年度末と比べ991百万円減少し26,682百万円となりました。流動資産は、商品

及び製品の増加があったものの、現金及び預金の減少並びに原材料及び貯蔵品の減少等により、

総じて減少しました。固定資産の減少は主として、機械装置及び運搬具の減少によるものであり

ます。

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、短期借入金の増加があったものの、1年以内返済予

定の長期借入金の返済等により、前連結会計年度末と比べ3,933百万円減少し14,950百万円とな

りました。なお、有利子負債（短期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、長期借入金）は1,400

百万円減少し3,750百万円となりました。
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当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ343百万円増加し53,611

百万円となりました。主として、利益剰余金の増加によるものであります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、920百万円の収入となりました(前年同四半期は2,860百

万円の収入)。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益1,888百万円であります。一方、主な減

少要因は法人税等の支払額1,617百万円、仕入債務の減少642百万円であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、995百万円の支出となりました(前年同四半期は3,216百

万円の支出)。主な要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出722百万円であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、2,290百万円の支出となりました(前年同四半期は1,119

百万円の支出)。主な増加要因は短期借入金の増加3,000百万円、主な減少要因は長期借入金の返

済による支出4,400百万円、配当金の支払額881百万円であります。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ

2,351百万円減少し5,195百万円となりました。

　

(4) 事業上および財務上対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はあ

りません。

　

なお、会社法施行規則第118条第３号に定める「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

の在り方に関する基本方針」の概要は以下の通りです。

　

①　基本方針の内容

当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって最優先の課題と考え、その

実現に日々努めております。従いまして、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配す

る者は、当社の経営理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信

頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させ

る者でなければならないと考えております。 

上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取引

に委ねられているため、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的に

は株主の皆様のご意思に基づき決定されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴

う買付提案に応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべ

きものと考えます。 

しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、明らかに濫用目的によるも

のや、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの等、その目的等からみて企

業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれをもたらすもの、対象会社の取締役や株主

が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十

分な情報や時間を提供しないもの等、不適切なものも少なくありません。このような大規模な

買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適

切であり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大規模な買付等に対し、これを抑

止するための枠組みが必要不可欠と考えます。 
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②　会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社への投資を継続していただくため、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、役員・社員一丸となって次

の施策に取り組んでおります。これらの取組みは、上記①の会社の支配に関する基本方針の実

現にも資するものと考えております。

　

「中期経営計画」等による企業価値向上への取組み 

当社グループは、厳しい事業環境の中においても積極的な投資により生産基盤の強化を推進

し、企業価値の最大化に取り組んでまいりました。主力事業である合金鉄事業では競争力のあ

る生産体制を確立し、また、成長性の高い新素材事業では設備能力を拡大いたしました。その

結果、当社グループの業績は順調に推移しており、当社の取組みは着実に成果を上げつつあり

ます。 

今般策定した第5次中期経営計画は、アジアを中心とする新興国の経済発展が牽引する新たな

量的発展の時代において、これまでに築き上げた経営基盤を最大限に活用して、「収益力の更

なる強化と新たな事業発展のための基盤確立」を目指しております。 

　その重点課題とするところは、

（イ）主力事業の「合金鉄」及び成長事業である「機能材料」を当社の「２コア」ビジネス

と位置付け、これらの生産基盤の強化により、事業の拡大、収益力の向上を実現する 

（機能材料＝電池材料、フェロボロン、酸化ジルコニウム、酸化ほう素） 

（ロ）さらなる成長に向けて、ビジネス環境の変化に的確に対応できる人材の育成・組織の

構築に取り組む 

ことであります。 

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを

防止する取組み

当社は、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方

針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上

させるための取組みとして、平成23年2月25日開催の当社取締役会において、「当社株式の大

規模買付行為への対応策」（以下「本プラン」といいます。）の継続を決議し、平成23年3月

30日開催の第111回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において、本プランの

継続について承認を得ております。 

本プランの対象となる当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を

20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループ

の議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を

「大規模買付者」といいます。 

本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルー

ル（以下「大規模買付ルール」といいます。）は、（イ）事前に大規模買付者が当社取締役会

に対して必要かつ十分な情報を提供し、（ロ）必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする

公開買付による当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場

合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締役会評価期間として設定し、取締

役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合は取締役会評価期間と株主検討期間が経過し

た後に大規模買付行為を開始する、というものです。 

本プランにおいては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として当該

大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。但し、大規模買付者が大規模買付ルールを遵

守しなかった場合、遵守しても当該大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断する場合には、必要かつ相当

な範囲で新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律および当社定款が認める検討可能な

対抗措置をとることがあります。 
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このように対抗措置をとる場合、その判断の客観性及び合理性を担保するために、取締役会は

対抗措置の発動に先立ち、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役または

社外有識者から選任された委員で構成する独立委員会に対して対抗措置の発動の是非につい

て諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非について、取締役会評価期間内に勧告を行うも

のとします。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告

を最大限尊重するものとします。 

なお、本プランの有効期限は平成26年3月に開催される当社第114回定時株主総会の終結の時

までとします。本プランは、本株主総会において継続が承認され発効した後であっても、 

（イ）当社株主総会において本プランを廃止する旨の株主の一定割合の意思表示が行われた

場合

（ロ）当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議等が行われた場合

には、その時点で廃止されるものとします。 

継続後の本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ホームページをご参照く

ださい。

④　本プランが、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合

致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

本プランは、　

（イ）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

（ロ）株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

（ハ）株主意思を反映するものであること

（ニ）独立性の高い社外者の判断の重視

等の理由から、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を損なうものではなく、かつ、当社経営陣の地位の維持を目的とするものではないと考えてお

ります。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費は153百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更は

ありません。
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第３ 【提出会社の状況】

　

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 256,551,000
計 256,551,000

　

② 【発行済株式】
　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 110,433,614110,433,614
東京証券取引所
(市場第一部)

権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式であ
り、単元株式数は1,000株であり
ます。

計 110,433,614110,433,614－ －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　　　

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
　

(百万円)

資本金残高
　

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成24年４月１日～
平成24年６月30日　

－ 110,433,614 － 11,026 － 4,991
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(6) 【大株主の状況】

　 平成24年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

新日本製鐵株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目６番１号 16,417 14.86
日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目１１番３号 8,382 7.59

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－11 5,566 5.04

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 4,708 4.26
株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３－３ 4,000 3.62
日鉄鉱業株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３番２号 2,100 1.90
資産管理サ－ビス信託銀行株式会
社（退職給付信託 みずほ信託銀
行口）

東京都中央区晴海１丁目８－12 晴海アイラン
ド トリトンスクエア オフィスタワーZ棟

1,728 1.56

双日株式会社 東京都港区赤坂６丁目１－20 1,696 1.53
日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口９）

東京都中央区晴海１丁目８－11 1,672 1.51

資産管理サ－ビス信託銀行株式会
社（年金信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－12 晴海アイラン
ド トリトンスクエア オフィスタワーZ棟

1,590 1.43

計 － 47,860 43.33

(注) １　日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託

口）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）及び資産管理サ－ビス信託銀行株式会社

（年金信託口）の所有株式数は、すべて信託業務に係るものであります。

(注) ２　資産管理サービス信託銀行株式会社（退職給付信託 みずほ信託銀行口）につきましては、みずほ信託銀行株

式会社が所有していた当社株式を退職給付信託として委託した信託財産であり、議決権の行使については、み

ずほ信託銀行株式会社の指示により行使されることとなっております。

(注) ３　株式会社みずほコーポレート銀行及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社、みずほ信託銀行株式会社、

みずほ投信投資顧問株式会社から平成23年11月24日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)により、平

成23年11月16日時点で以下の株式を所有している旨の報告を受けております。なお、当社としては株式会社み

ずほコーポレート銀行以外については、当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認はできてお

りません。

大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(％)

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 4,000 3.62
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 414 0.38
みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 7,275 6.59
みずほ投信投資顧問株式会社 東京都港区三田三丁目５番27号 375 0.34

計 － 12,064 10.92
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(注) ４　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ及びその共同保有者である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱

ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ投信株式会社、エム・ユー投資顧問株式会社、三菱ＵＦＪアセット・マ

ネジメント（ＵＫ）から平成24年６月15日付で提出された大量保有報告書(変更報告書)により、平成24年６

月８日時点で以下の株式を所有している旨の報告を受けております。なお、当社としては株式会社三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行以外については、当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認はできておりません。

大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(％)

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 4,708 4.26
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 5,471 4.95
三菱ＵＦＪ投信株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 740 0.67
エム・ユー投資顧問株式会社 東京都中央区日本橋室町三丁目２番15号 0 0.00
三菱ＵＦＪアセット・マネジメン
ト（ＵＫ）

Ropemaker Place，25 Ropemaker Street，
London，EC2Y 9AN，United Kingdom

160 0.14

計 － 11,079 10.03
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 平成24年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 － － －
議決権制限株式(自己株式等) － － －
議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式　　　　　274,000
－ －

完全議決権株式(その他)
普通株式　　　　　
109,182,000

109,182 －

単元未満株式 普通株式　　　　　977,614 － －
発行済株式総数 110,433,614 － －
総株主の議決権 － 109,182 －

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が6,000株(議決権６個)含まれております。

２　単元未満株式数には当社所有の自己株式171株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 平成24年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
日本電工株式会社

東京都中央区築地一丁目
13番14号

274,000 － 274,000 0.24

計 － 274,000 － 274,000 0.24

　

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４ 【経理の状況】

　

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成24年４月

１日から平成24年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24年６月

30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受

けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,729 5,368

受取手形及び売掛金 ※2
 16,008

※2
 15,821

商品及び製品 11,314 13,219

仕掛品 288 235

原材料及び貯蔵品 8,056 6,385

繰延税金資産 289 120

その他 822 759

貸倒引当金 △31 △30

流動資産合計 44,478 41,879

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,001 5,735

機械装置及び運搬具（純額） 10,903 9,960

土地 3,667 3,667

建設仮勘定 135 123

その他（純額） 146 129

有形固定資産合計 20,853 19,615

無形固定資産 58 42

投資その他の資産

投資有価証券 5,297 5,434

繰延税金資産 1,064 1,171

その他 404 651

貸倒引当金 △4 △232

投資その他の資産合計 6,761 7,024

固定資産合計 27,673 26,682

資産合計 72,152 68,561
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 5,378

※2
 4,736

短期借入金 150 3,150

1年内返済予定の長期借入金 4,400 －

未払法人税等 1,662 728

設備関係支払手形 ※2
 376

※2
 80

役員賞与引当金 28 16

その他 2,821 2,281

流動負債合計 14,816 10,993

固定負債

長期借入金 600 600

繰延税金負債 0 －

退職給付引当金 2,077 2,024

環境対策引当金 492 492

負ののれん 0 －

その他 897 840

固定負債合計 4,067 3,957

負債合計 18,884 14,950

純資産の部

株主資本

資本金 11,026 11,026

資本剰余金 9,580 9,579

利益剰余金 33,806 34,061

自己株式 △194 △194

株主資本合計 54,218 54,473

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 84 189

為替換算調整勘定 △1,242 △1,265

その他の包括利益累計額合計 △1,157 △1,076

少数株主持分 207 213

純資産合計 53,267 53,611

負債純資産合計 72,152 68,561
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 35,474 30,269

売上原価 27,467 24,959

売上総利益 8,007 5,310

販売費及び一般管理費 ※1
 3,126

※1
 2,981

営業利益 4,880 2,329

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 51 38

持分法による投資利益 189 59

負ののれん償却額 12 0

その他 30 109

営業外収益合計 283 209

営業外費用

支払利息 27 25

支払手数料 51 30

物品売却損 47 130

その他 42 25

営業外費用合計 169 212

経常利益 4,994 2,325

特別損失

固定資産除却損 25 33

ゴルフ会員権評価損 1 1

出資金評価損 90 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 577 －

減損損失 － 162

事業清算負担金 － ※2
 238

特別損失合計 695 437

税金等調整前四半期純利益 4,299 1,888

法人税、住民税及び事業税 1,780 688

法人税等調整額 △129 54

法人税等合計 1,651 743

少数株主損益調整前四半期純利益 2,648 1,145

少数株主利益 13 8

四半期純利益 2,634 1,136
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,648 1,145

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △148 106

持分法適用会社に対する持分相当額 △89 △23

その他の包括利益合計 △237 83

四半期包括利益 2,410 1,228

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,396 1,218

少数株主に係る四半期包括利益 13 10
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 4,299 1,888

減価償却費 1,394 1,330

減損損失 － 162

負ののれん償却額 △12 △0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 226

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16 △52

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13 △11

受取利息及び受取配当金 △52 △39

支払利息 27 25

為替差損益（△は益） 0 △13

持分法による投資損益（△は益） △189 △59

有形固定資産売却損益（△は益） － △0

投資有価証券評価損益（△は益） 0 11

出資金評価損 90 －

ゴルフ会員権評価損 1 1

有形固定資産除却損 25 33

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 577 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,557 187

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,308 △181

前渡金の増減額（△は増加） △98 △24

仕入債務の増減額（△は減少） 180 △642

預り金の増減額（△は減少） 46 △26

未払費用の増減額（△は減少） 2 0

未払消費税等の増減額（△は減少） △0 △181

その他 △329 △118

小計 6,214 2,516

利息及び配当金の受取額 97 47

利息の支払額 △28 △25

法人税等の支払額 △3,423 △1,617

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,860 920

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,223 △722

有形固定資産の売却による収入 0 1

投資有価証券の取得による支出 △5 △5

定期預金の払戻による収入 30 10

貸付けによる支出 △0 △228

貸付金の回収による収入 0 0

その他 △17 △51

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,216 △995
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △10 3,000

長期借入金の返済による支出 － △4,400

自己株式の取得による支出 △4 △0

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △1,101 △881

少数株主への配当金の支払額 △2 △4

その他 △1 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,119 △2,290

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,476 △2,351

現金及び現金同等物の期首残高 8,334 7,546

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 6,857

※1
 5,195
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

 該当事項はありません。

　

　

【会計方針の変更等】

該当事項はありません。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

　

【追加情報】

　

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年１月１日
至  平成24年６月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

  第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

１  受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
  

  
前連結会計年度

（平成23年12月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形裏書譲渡高 119百万円 72百万円
　

　

※２  四半期連結会計期間末日満期手形の取扱い
　

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）　

　連結会計年度末日満期手形の会計処理は、満期日に

決済されたものとして処理されております。

  なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日で

あったため、次の連結会計年度末日満期手形を満期日

に決済されたものとして処理しております。

　第２四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理

は、満期日に決済されたものとして処理されておりま

す。

  なお、当第２四半期連結会計期間の末日が金融機関

の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形を満期日に決済されたものとして処理してお

ります。

受取手形 158百万円

支払手形 102

設備関係支払手形 7

受取手形 191百万円

支払手形 90

設備関係支払手形 2

　

３  偶発債務
　

  連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して債務の保証をしております。  
　

前連結会計年度
（平成23年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

日高エレクトロン㈱ 390百万円 日高エレクトロン㈱ 379百万円

計 390 計 379

　なお、上記債務保証は連帯保証であり、当社の負担額

は195百万円であります。

　なお、上記債務保証は連帯保証であり、当社の負担額

は189百万円であります。
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(四半期連結損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

  

  
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年１月１日
至  平成23年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年１月１日
至  平成24年６月30日）

商品製品荷造運送費 880百万円 879百万円

販売諸経費 690 590　

給料諸手当 580 571　

役員賞与引当金繰入額 8 16　

退職給付費用 47 45　

研究開発費 167 153　

　 　 　

※２  事業清算負担金　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年１月１日
　至  平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
　至  平成24年６月30日)

―――――――――――――――

　
　事業清算負担金は、当社が投資していた金属珪素関連

事業の主体会社が事業撤退を決議したことに伴い、今

後の事業清算に向けて当社の負担として見込まれる損

失であり、その内容は以下のとおりであります。

投資有価証券評価損　 11百万円

貸倒引当金繰入額 227

　計 238

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとお

りであります。

  
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年１月１日
至  平成23年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年１月１日
至  平成24年６月30日）

現金及び預金勘定 7,030百万円 5,368百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △173 △173

現金及び現金同等物 6,857 5,195　
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日　至 平成23年６月30日)

　１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年３月30日
定時株主総会

普通株式 1,101 10平成22年12月31日平成23年３月31日利益剰余金

　
　２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四　　

半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日　至 平成24年６月30日)

　１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月29日
定時株主総会

普通株式 881 8 平成23年12月31日平成24年３月30日利益剰余金

　
　２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四

　　　半期連結会計期間の末日後となるもの

　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間(自　平成23年１月１日　至　平成23年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

 

 

報告セグメント　　　

　
調整額　

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）　　

合金鉄
事業

新素材
事業

化学品
事業

環境
システム
事業　

その他の
事業　

計

売上高     　    

外部顧客への売

上高
24,3364,5843,473 805 2,27435,474 － 35,474

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

59 26 53 9 1,3971,546△1,546 －

計 24,3964,6103,526 815 3,67137,021△1,54635,474

セグメント利益 3,331 945 270 198 134 4,880 － 4,880

（注）報告セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間(自　平成24年１月１日　至　平成24年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

 

 

報告セグメント　　　

　
調整額　

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）　　

合金鉄
事業

新素材
事業

化学品
事業

環境
システム
事業　

その他の
事業　

計

売上高     　    

外部顧客への売

上高
20,2163,7653,224 951 2,11130,269 － 30,269

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

168 28 44 11 1,0981,351△1,351 －

計 20,3853,7933,269 962 3,20931,621△1,35130,269

セグメント利益 984 743 227 245 129 2,329 － 2,329

（注）報告セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「化学品事業」セグメントにおいて、譲渡予定の事業の固定資産について、当資産グループ

の回収可能価額を著しく低下させる変化が生じる見込みとなったため、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては162百万円でありま

す。　
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(１株当たり情報)

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
至　平成24年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 23円92銭 10円32銭

(算定上の基礎) 　  

四半期純利益金額(百万円) 2,634 1,136

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 2,634 1,136

普通株式の期中平均株式数(株) 110,167,381 110,159,277

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
　

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　 

平成　２４年　８月　１０日

日本電工株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大　橋　洋　史　　印

  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 定　留　尚　之　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい
る日本電工株式会社の平成２４年１月１日から平成２４年１２月３１日までの連結会計年度の第２四半
期連結会計期間（平成２４年４月１日から平成２４年６月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間
（平成２４年１月１日から平成２４年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連
結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算
書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠し
て四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財
務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して
実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国
において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて
限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に
公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本電工株式会社及び連結子会社の
平成２４年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績
及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において
認められなかった。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
　

以　上
　
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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